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技術者制度検討会とりまとめについて

国土交通省
土地・建設産業局建設業課　課長補佐　城谷　泰朗

　建設業における優秀な技術者の確保・育
成、その評価・活用等を効果的に推進し、
将来における建設工事の品質を確保すると
ともに、技術と経営に優れた企業の発展に
資する技術者制度のあり方について検討を
行うため、昨年11月に技術者制度検討会を
設置しました。全５回会議を開催し、平成
23年６月28日にとりまとめを行っています。
　本稿ではそのうち、技術者に関するデー
タベースの整備、時代の変化を踏まえた業
種区分の点検について、現状と課題、対策
の方向性を抜粋し、その概要をご紹介しま
す。
　今後、このとりまとめを踏まえ具体的な
検討を進めてまいります。

現状と課題
⑴　建設産業の現状
　建設投資額のピーク時から半減に対し、
建設業許可業者数はピーク時から17％程度
の減少にとどまっており、建設産業は需給
バランスが崩れ、激しい競争環境に置かれ
ています。ダンピング受注による手抜き工
事や品質の悪化、安全対策や環境対策の軽
視、技術者の処遇や労働条件の悪化等の課
題があります。また、海外市場への進出の
支援策強化等の環境整備が求められていま
す。
⑵�　技術者の技術力の維持・向上における
課題

　建設工事の現場に配置される技術者とし

ては、建設業法に監理技術者、主任技術者
が規定され、それぞれ必要な資格、役割等
が定められています。一方、それ以外の技
術者については、法律上の位置付けはな
く、実績が十分に評価されていないとの声
も聞かれます。
　少子化の進展、雇用環境の悪化や職業と
しての魅力の低下により、建設業は新規入
職者数が減少し、他産業と比べ高齢化が著
しい状況にあります。今後、世代交代によ
る技術の継承、技術水準の維持を危惧する
声、あるいは、工事量の減少と退職年齢の
高齢化等により、実績を有する一定の監理
技術者等が同種の工事に配置される傾向に
あり、若い技術者が現場で実績を積む機会
が減少しているという指摘もあります。優
秀な若手技術者の入職を促進し、技術力の
継承を図っていくためには、業界を上げて
総合的な取組を検討することが必要となっ
ています。
⑶　工事現場の技術者配置における課題
　工事現場には一定の資格、明確な雇用関
係を有する技術者を配置し、公共性のある
施設等に関する一定額以上の重要な建設工
事においては技術者の専任配置が求められ
ています。一方、技術者配置等にかかる監
督処分は後を絶たない状況です。公共工事
では監理技術者に係る一定の確認が行われ
ていますが、公共工事の主任技術者や民間
工事において十分な確認が行われていない
場合があり、技術者を適正に配置しない企
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業が排除されず、健全な競争環境が阻害さ
れる恐れがあります。
⑷�　建設工事の実態に即した業種区分のあ
り方

　建設工事は、多種多様な専門的技術の組
合せにより行われており、それぞれ施工技
術上の特性が異なるため、それぞれの専門
的技術分野において建設業を営む者の資質
の向上、施工能力を確保する必要から、業
種別許可制度が採用されています。
　現在の業種区分は、昭和46年に、施工技
術の相違や取引慣行、業界の実態等を勘案
して設定されたものであるが、約40年が経
過し建設業を取り巻く社会情勢も大きく変
化しています。建設工事の内容の変化、専
門技術の進展が著しい分野もあり、現在の
業種区分が実態と乖離していないか、多様
な視点による点検が必要です。

対策の方向性
⑴　技術者に関するデータベースの整備
①データベースの構築
　技術者の適正配置を確保するため、必要
な資格等を有し、雇用関係の明確な技術者
本人であることを確認するための技術者に
関するデータベースを整備し、発注者、許
可行政庁等がこれに容易にアクセスし確認
できるしくみを構築します。データベース
は、関連する他のデータベースと相互連携
することにより、情報の収集や真正性の確
認が可能となるように制度設計されるべき
です。これらのデータベースや関連するし
くみの整備と併せて、監理技術者資格者証
の交付制度は廃止します。
　データベースに登録すべき情報項目は、
本人性、資格要件、所属建設企業の確認の
ための情報の他、データベースの更新要件
に関する情報等、効率的に登録・確認する
ことができるようにすべきです。また、継

続教育の履歴、工事実績、主要な表彰実
績、主要な民間資格等の情報については、
それらの課題を踏まえて、今後検討してい
く必要があります。
②技術者の現場配置情報の収集
　技術者の工事実績はデータベースの情報
として有効であり、これを現場配置情報と
して収集するしくみを導入すべきです。企
業名、監理技術者（主任技術者）の氏名、
専任の有無、資格名に加え、工事名称、工
期、施工場所の住所を収集することで、基
本的な現場配置情報は収集することができ
ると考えられます。技術者若しくは所属企
業が、インターネット等を通じてデータ
ベースに入力することが想定されますが、
技術者配置に関する責任の所在や効率的な
運用を考慮しながら合理的な手続きを定め
る必要があります。
　また、建設業の海外展開も考慮すると、
海外の工事に従事した情報もデータベース
に盛り込むべきです。
　技術者の現場配置情報が収集されデータ
ベース上に蓄積されると、技術者本人の工
事実績として活用されるとともに、民間工
事を含めてシステム上での専任の確認が可
能になり、企業や技術者にとって専任違反
の抑止効果が期待できます。
③更新要件の設定について
　技術検定等の国家資格が更新制でないこ
とに鑑み、また不正を防止する観点から、
技術者のデータベースは定期的な更新制を
有することが必要です。
　発注者からも施工者からもニーズの高い
建設工事に関する法律制度、安全・環境等
の施工管理（以下、「必修分野」という。）
に限定した最低限必要な学習すべき内容を
位置づけるとともに、建設工事に関する最
新の材料、資機材及び施工方法について
は、専門分野、技術水準に応じてニーズが
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異なることから、各技術者の自主性に任
せ、継続教育として取り組まれることが適
当と考えられます。必修分野の取組みの確
認は、更新の要件として設定し、現在のよ
うな義務としての講習に代えて、例えば、

「他の技術検定種目等の国家資格の取得」、
「更新検定の合格（例えば同種の技術検定
の学科試験）」、「継続教育（CPD）による
必修分野に関する教育」、「必要最低限の知
識を習得する学習機会」などが考えられま
す。
　また、優秀な技術者を高く評価する観点

から、優良工事の表彰を受けた技術者、一
定の工事実績がある技術者について、更新
の特例措置を設けることも考えられます。
④データベース活用と留意事項
　データベースの情報の公開については、
個人情報の保護に配慮しつつ、発注者への
情報提供や技術者の社会的なステイタスの
向上等のためには一定の公開が必要と考え
られます。将来の建設業のあり方も踏まえ
ながら必要な範囲で情報を公開することに
ついて、今後、業界の意見も聞きつつ対応
を検討すべきです。
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　また、技術者のデータベースは、まずは
一定規模以上の建設工事において請負人の
指導・監督を含む総合的な管理を行う監理
技術者を対象として整備されるものである
が、不良不適格業者の排除等の観点から
も、データベース登録の対象となる技術者
の拡充について、検討を進めていく必要が
あります。
　また、管理運営に係る費用は基本的には
登録する技術者に求めることが、制度の安
定性、合理性から適当と考えられるが、で
きる限り少ない負担となること、事務量等
の実態に応じた合理的な設定がなされる等
の必要があります。
　技術者のデータベースに関する制度設計
にあたっては、監理技術者資格者証の代替
だけでなく、多角的な活用の可能性も考慮
すべきです。　
⑵　時代の変化を踏まえた業種区分の点検
　建設業をとりまく社会状況や建設工事の
内容の変化、専門技術の進展の状況を踏ま
え、現在の業種区分が実態と乖離していな
いか、多様な視点による点検を行う必要が
あります。
　まず、基本的な視点として、「当該工事
に必要な技術の専門性（他業種との差別化

の状況）」、「当該工事に必要な技術の補完
性（他業種との共通性）」が挙げられます。
また、外形的なデータからの視点として、

「業種別の（若しくは予想される）許可業
者数、完成工事量またその動向」、「業種別
の（若しくは予想される）他業種の許可と
の重複状況」、その他に考慮すべき視点と
して、「当該工事の施工場所、施工時期

（工程）の共通性」、「元請となることが多
い業種、下請となることが多い業種を区分
しての検証」、「当該工事の独立性に関する
発注者、建設業界等の認識などの取引の実
態」、「民間発注者、場合によっては個人が
活用することを意識した業種区分のあり
方」、「関連する法令等の新設など社会的
ニーズの発生状況」、「関連業界の実態」が
挙げられます。これらの視点に基づき、可
能な限り定量的、客観的に分析・検証する
とともに、エンドユーザーである発注者等
の保護に資するよう、建設業界の意見を聴
取し、総合的に検討する必要があります。
また、昭和46年に現在の業種区分が設定さ
れて以来40年間見直しに至らなかったこと
を踏まえ、時代の変化に柔軟に対応できる
ような望ましい業種区分のあり方について
も、研究していく必要があります。
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「あんぜんプロジェクト」を立ち上げました！
～働く方の安全に取り組んでいる企業を応援し、労働災害のない元気な
　日本を創るためのプロジェクトです。参加企業を募集中。～

　厚生労働省は、全国安全週間（７月１日
～７日）にあわせて、７月１日に「あんぜ
んプロジェクト」を立ち上げました。
　平成22年は労働災害で1,195人の方が亡
くなっており、107,759人の方が休業４日
以上を余儀なくされる労働災害に被災され
ています。
　もとより、働く方の安全と健康を確保す
ることは事業者の責務ですが、そのために
は、企業とそこで働く方々の創意と工夫に
よる不断の努力が不可欠です。また、安全

への取組は、働く人の能力向上、企業の生
産性向上、家族の安心やワークライフバラ
ンスの実現にも良い影響を与えます。さら
には、消費者の皆様に良質な製品やサービ
スを提供することにつながるものです。
　このような考えのもと、小林正夫厚生労
働大臣政務官が本年１月に有識者の参集を
得て開催した「安全から元気を起こす懇談
会」は、本年４月に「安全から元気を起こ
す戦略」を取りまとめました。この中で、
①新成長戦略「2020年までに労働災害発生

「あんぜんプロジェクト」の立ち上げ

１ 趣旨 ７月１日１ 趣旨

『安全から元気を起こす戦略（※）』の提言を受け

1. 「働く人（安全・働きがい・能力向上）」「企業（生産性向上）」「家族（安心・ワークライフバランス）」を元気にする企業にお
ける安全 の取組を活性化

７月１日

ける安全への取組を活性化
2. 国民、消費者など社会が企業における安全への取組に関心を示し、評価される環境（安全は企業価値）を整備。

（※）小林厚生労働大臣政務官が主宰した「安全から元気を起こす懇談会」で本年４月に取りまとめれた。

２ 概要

参加企業は、厚生労働省が運営する「あんぜんプロジェクト」のホームページにプロジェクトメンバ－として掲載されることで
ジ プ げ 安全 び 害

趣旨賛同型の自主的な活動、参加したい企業はいつでもメールで登録可能！

自社のイメージアップに繋げることも期待しつつ、一層の安全活動に取り組むとともに、その活動状況及び自社の労働災害
発生状況を自社のホームページで公表する。

３ プロジェクト期間等

平成２３年７月１日 （※）～ 平成２６年３月３１日
（※）ホームページでのプロジェクトメンバーの掲載は８月１日から。

＜周知・広報＞
全国安全週間（７／１ ７／７）に併せて立ち上げ 報道発表を行う1. 全国安全週間（７／１～７／７）に併せて立ち上げ、報道発表を行う。

2. 全国の労働局・労働基準監督署における周知。
3. その他、関係団体等による周知。

元厚生労働省　労働基準局
安全衛生部　安全課　建設安全対策室
主任技術審査官　吉田　哲
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件数３割削減」を実現、②安全な職場を築
くことで企業の生産性の向上はもとより働
く方の能力向上や働きがいの充実を通じ

「日本の元気」を取り戻すことを目標に
　戦略１： 安全活動に意欲のある企業が評

価される仕組みづくり
　戦略２： 企業の安全活動の活性化を支援
　戦略３： 人材が活き活き活躍する職場づ

くり
　戦略４： 安全に対する意欲を呼び起こす

公共工事の推進
　と言う４つの戦略を提言しました。
　「あんぜんプロジェクト」は、「戦略１：
安全活動に意欲のある企業が評価される仕
組みづくり」を実現するための戦略を具体
化したものです。安全への取組を企業価値
を評価する一つの要素として捉え、プロ
ジェクトに参加される企業（プロジェクト
メンバー）の取組を広く国民の皆様と応援
することにより、労働災害のない元気な日
本を創るための取組を加速させてまいりま
す。

　「 あ ん ぜ ん プ ロ ジ ェ ク ト 」 を よ り 幅
広くPRし、安全への取組に意欲のある
プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー が 国 民 の 皆
様 や 企 業 間 取 引 に お い て 評 価 さ れ
るよう、「あんぜんプロジェクト」サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/
を立ち上げました。
　現在、プロジェクトメンバーとして参加
される企業を募集しています。参加は、サ
イトから申請書をダウンロードし、電子
メールで提出するだけです。
　参加企業は、プロジェクトメンバーとし
て掲載されることで会社のイメージアップ
に繋げることを期待しつつ、一層の安全活
動に取り組むとともに、その活動状況及び
自社の労働災害発生状況を自社のホーム
ページで公表していただきます。
　労働災害のない日本を目指して、働く
方々の安全に一生懸命に取り組み、「働く
人」、「家族」が元気になる職場を創りま
しょう。

土木施工管理技士が知っておくべき
公共工事の検査
CPDS指定技術講習用テキスト
出来映えなどの写真を豊富に使い技士だけでなく発注者や
コンサルタントの方にも大変参考になります。
１．総論
２．施工
３．検査
４．参考資料
一般価格：2,500円　会員価格：2,100円　送料込み

図書の購入は、ホームページwww.ejcm.or.jp/の図書オンライン
購入からできます。
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情報化施工の普及状況と今後の取り組み

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課
課長補佐　山口　崇

１．はじめに
　国土交通省は、情報化施工の本格的普及
を目指し、産学官による「情報化施工推進
会議（委員長：建山和由 立命館大学教授）」
を設置し、普及に向けて解決すべき課題の
抽出、対応方針や役割分担、スケジュール
等を議論し、情報化施工の戦略的な推進の
指針となる「情報化施工推進戦略」（以下、

「推進戦略」という。）を平成20年７月31日
に策定・公表しました。さらに、平成22年
８月には、技術毎の普及状況等を勘案し、
新たな普及方針をとりまとめた「情報化施
工技術の一般化・実用化の推進について」

（平成22年８月２日付け国官技第113号、国
総施第31号）（以下、「通達文書」という。）
を各地方整備局等に通知しました。
　また、平成23年１月25日に第８回情報化
施工推進会議（以下、「第８回推進会議」
という。）を開催し、普及推進の取り組み
状況の報告と、これまでの推進戦略策定以
降の普及推進の取り組みを踏まえ、今後重
点的に取り組むべき課題を整理しましたの
で、それらの概要について紹介します。

２．情報化施工とは
　情報化施工とは、建設事業の調査、設
計、施工、監督・検査、維持管理という建設
生産プロセスのうち「施工」に注目して、
ICT（Information and Communication 
Technology：情報通信技術）の活用によ
り各プロセスから得られる電子情報を活用

して高効率・高精度な施工を実現し、さら
に施工で得られる電子情報を他のプロセス
に活用することによって、建設生産プロセ
ス全体における生産性の向上とともに、透
明性の向上や品質の確保を図るシステムで
す。

３．情報化施工の導入状況
　推進戦略の策定以降、工事現場における
技術の検証、導入効果や課題、適用範囲の
把握、技術の周知や人材育成等を目的に、
全国の直轄工事で情報化施工技術を導入す
る試験施工を実施しています。試験施工の
実施件数は、図２に示すとおり、平成20年
度37件、平成21年度146件、平成22年度322
件（見込）となっています。平成22年度は
前年度比2.2倍となっており、推進戦略策
定以降、急速に増加しています。
　通達文書では、「トータルステーション
による出来形管理技術」（以下、「TS出来

図１　情報化施工の実現イメージ

測量情報

設計情報

施工情報

施工スケジュール

出来形情報

機械情報

現場映像
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形管理技術」という。）および「マシンコ
ントロール（モータグレーダ）技術」（以
下、「MC（モータグレーダ）技術」とい
う。）を平成25年度に一般化する情報化施
工技術として位置付けています。それら技
術は、一般化に向けた平成24年度までの具
体的な戦略を立案することとしており、そ
の一環として、導入工事の目標件数を設定
しています。平成22年度の目標件数は、
TS出来形管理技術を150件から200件、MC

（モータグレーダ）技術を30件から40件に
設定しています。
　情報化施工技術毎の導入件数は、図３

（施工に活用する技術）、図４（施工管理に
活用する技術）に示すとおりです。施工に
活用する技術は、MC技術のモータグレー
ダとブルドーザが多く、マシンガイダンス
技術（以下「MG技術」という。）のバッ
クホウ（3D）も多くなっています。施工
管理に活用する技術は、TS出来形管理技
術の土工が多く、TS・GNSS締固め管理技
術も多くなっています。平成25年度に一般
化する情報化施工技術の実施件数は、MC

（モータグレーダ）技術が39件、TSによる
出来形管理技術は193件となっており、目
標件数を達成しています。なお、GNSS

（Global Navigation Satellite System） と
は、全地球航法衛星システムのことであ

り、アメリカのGPSやロシアのGLONASS
などの全地球を対象とする衛星測位システ
ムのことです。
　平成23年度も引き続き、推進戦略と通達
文書の方針に基づき、情報化施工技術を導
入する工事の目標件数を定めて、積極的に
技術を導入する試験施工を実施していま
す。

３．重点的に取り組むべき課題
　推進戦略では、普及に向けた課題を工事
発注者の課題、施工企業等の課題、共通課
題の３つに大きく分類し28課題に整理して

図２　試験施工の実施件数

図３　技術別の実施件数（施工に活用する技術）

図４　技術別の実施件数
（施工管理に活用する技術）
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います。また、それぞれの課題の対応方
針、役割分担、スケジュールを具体的に示
しています。これら課題を基本に、試験施
工のアンケート調査、業界との意見交換、
各地整等によるニーズ把握等を踏まえて、
発注者と受注者の双方が平成24年度までに
重点的に実施すべき課題の選択と集中を実
施しました。
　その中で発注者として取り組むべき課題
の具体的な対応方針等を整理し、工事発注
者として重点的に取り組むべき課題とし
て、以下の９つの課題をとりまとめまし
た。
１－１　バックホウ技術の普及推進

要望

コスト的に高いことは承知している
が、現場において使用頻度の高い
バックホウ技術の活用を進めてほし
い。

現状

・ 通達文書では、早期実用化に向け
て検討を進める情報化施工技術に
位置付けており、試行工事を実施
している状況。

対応の
ポイント

【コスト・適用性】
・適材適所のシステム適用（2D対応）
・レンタル費用の低下（稼働率）

具体的な
対応方針

■ 高機能の情報化施工機器（3D―マ
シンガイダンス（MG））の導入
コストの負担増が普及の課題の一
因となっているため、２Ｄ-MGで
充分な工事の適用範囲を明らかに
し普及促進を図る

■ システムの特性に応じた具体的な
戦略（一般化の目標、普及段階の
目標件数、取り組み内容など）に
基づく普及促進

１－２ブルドーザ技術の普及推進

要望

路盤工においてもモータグレーダで
はなくブルドーザで施工している場
合が多く、ブルドーザ技術の活用を
進めてほしい。

現状

・ 通達文書では、早期実用化に向け
て検討を進める情報化施工技術に
位置づけており、試行工事を実施
している状況。

対応の
ポイント

【コスト・適用性】
・適材適所のシステム適用（2D対応）
・レンタル費用の低下（稼働率）
・路盤工への適用性

具体的な
対応方針

■ 高機能の情報化施工機器（3D―
マシンコントロール（MC））の
導入コストの負担増が普及の課題
の一因となっているため、2D-
MC、3D-MG、2D-MGで充分な工
事の適用範囲を明らかにし普及促
進を図る

■ システムの特性に応じた具体的な
戦略（一般化の目標、普及段階の
目標件数、取り組み内容など）に
基づく普及促進

２　情報化施工技術の特性に応じた基準・
要領の策定

要望

現状の基準・要領では、情報化施工
技術を活用した場合、かえって負担
となり、情報化施工技術の特性に応
じた施工や施工管理ができる基準・
要領を策定してほしい。

現状

・「TSを用いた出来形管理の監督・
検査要領（案）」 （Ｈ22.3月）は特性
を活かして基準・要領を策定。
 （今のところ、監督・検査要領は、
この要領のみ。）

対応の
ポイント

【基準・要領の策定】
・特性を活かした対応
・現場業務の効率化

具体的な
対応方針

■ ICTを活用した施工管理、受発注
者協議等も含めた工事一連の情報
化の内容を検討し、それらを用い
た現場業務を効率化するモデル工
事を実施し、将来モデルの検討と
普及推進を図る

■基準・要領の策定は個別対応
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３－１　�TS/GNSS締固め回数管理技術の
要領の策定（厚さ管理の導入）

要望

TS/GNSS締固め管理の基準・要領
の策定においては、転圧管理と厚さ
管理を含めた基準・要領としてほし
い。

現状

・ TSの要領同様、特性を活かした
基準 ・要領を本年度中に策定する
方向で対応中。

・ 厚さ管理については導入の検討が
必要。

対応の
ポイント

【基準・要領の策定】
・特性を活かした対応
・現場業務の効率化

具体的な
対応方針

■ TS/GNSS締固め管理の監督・検
査要領の策定、管理要領の改正

■ 厚さ管理について技術の特性を活
かした管理の検討

３－２　�舗装工のTS出来形管理の基準・
要領の策定

要望

舗装工事については、従来の管理基
準での対応となっており、情報化施
工技術の特性を活かした管理基準を
策定してほしい。

現状

・ 舗装工のTS出来形管理の試験施
工（全国展開）に向けて要領等の
検討中。

・ 厚さ、平坦性管理について導入の
検討が必要。

対応の
ポイント

【基準・要領の策定】
・特性を活かした対応
・現場業務の効率化

具体的な
対応方針

■ 舗装工のTS出来形管理の監督・
検査要領、管理要領の策定

■ 厚さ、平坦性管理について技術の
特性を活かした管理の導入

３－３　�土工のGNSSの出来形管理の基
準・要領を策定

要望

GNSSの出来形管理、TS/GNSS締固
め管理の基準・要領を策定してほし
い。締固め管理の基準・要領の策定
においては、巻きだし厚管理を導入
してほしい。

現状
・ 土工のGNSS出来形管理は、要領
（試行案）を作成し、検証中。
・GNSSの測量精度が課題。

対応の
ポイント

【基準・要領の策定】
・特性を活かした対応
・現場業務の効率化

具体的な
対応方針

■ 土工の出来形管理へのGNSSの適
用性（測位精度・ばらつき、業務
の効率化、機器費等のコスト）を
検討

■ 土工のGNSS出来形管理の監督検
査要領、管理要領の策定

４－１　�更なる情報化施工技術活用のイン
センティブの付与

要望

情報化施工技術を活用した場合のイ
ンセンティブがもっとほしい。（成
績評定の更なる加点、工期短縮と
なった場合の報奨金制度等。）

現状

・ 通達文書では、発注者指定型と施
工者希望型に分け総合評価及び成
績評定において情報化施工技術の
活用を評価。

対応の
ポイント

【インセンティブの付与】
・総合評価における評価
・成績評定における評価

具体的な
対応方針

■ 本年度の情報化施工技術導入の実
態を把握し、総合評価及び成績評
定改定等の検討
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４－２　�専門工事業者及び技術力をもった
オペレータの評価

要望

具体的には、技術力をもった専門工
事業者の評価、及び技術力をもった
オペレータの処遇の改善をしてほし
い。

現状

・ 現状ではゼネコンを対象とした評
価となっており、専門工事業者及
び技術力をもったオペレータの評
価はしていない状況。

対応の
ポイント

【インセンティブの付与】
・現実的に評価が可能かどうか
・総合評価・成績評定等の評価

具体的な
対応方針

■ 評価等の実現可能性を検討するた
め、専門工事業者の実態を把握

■ 専門工事業者及び技術力をもった
オペレータの評価の検討

５　二次元データの三次元化の効率化

要望

情報化施工のためのデータ作成につ
いては、二次元データを三次元化す
ることが最も時間と費用が掛かるの
で、フォーマットの統一化などを進
めてほしい。

現状

・ 通達文書に基づき、TS出来形管
理用の３次元データを発注者で準
備して提供を開始

・ 三次元データ作成の効率化につい
て検討中。

対応の
ポイント

【データ作成】
・三次元データ作成の効率化

具体的な
対応方針

■ 三次元データの作成を簡便にする
情報の検討と提供の試行

■ 発注者から提供するデータ形式の
統一化（CALS標準形式に移行）

おわりに
　情報化施工技術は、現場において受発注
者ともに、まだ不慣れなところはあります
が、ある程度の効果が明らかになってきて
おり、直轄工事への導入に大きな技術的問
題はないと考えています。引き続き受発注

者ともに人材育成や普及推進に取り組むと
ともに、重点的に実施するべき課題への対
応を進め、設計データの取り扱いや情報化
施工に対応した基準・要領の策定等の環境
整備を行っていきます。また、情報化施工
の普及推進にとって大きなポイントとなる
機器・システムの調達環境も、通達文書の
方針に従い、発注者指定型である程度の情
報化施工を導入する工事件数を提供するこ
とにより、改善されていくことを期待して
います。民間側に対しても、機器・システ
ムの普及促進を引き続き働きかけていきま
す。
　更に、情報化施工は施工の効率化を図る
ための単なるツールではなく、データを活
用して技術者判断の高度化・支援を行うと
ともに、調査・設計から施工、維持管理に
至るまでの建設生産プロセス全体の効率化
に寄与する技術であると考えています。情
報化施工を発注者自らの業務に活用し、直
轄の技術力向上にも活かしていくととも
に、社会資本整備の効率化・高度化に役立
てていく取り組みを引き続き行っていきま
す。
　最後に、本格化する東日本大震災の復興
作業において、目視が困難な夜間作業でも
効率のよい施工が期待でき、施工効率向
上、品質確保などの特徴を有している情報
化施工が広く活用され、早急な復興のお役
に立つことを期待しています。

【参考】
国土交通省HP
　情報化施工の本格普及に向けた取り組み
http://www.mlit .go.jp/sogoseisaku/
kensetsusekou/kondankai/ICTsougou.
htm
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一括送金システムについて
トピックス

１．一括送金システムの概要
　一括送金システムとは事前に任意の金額
を送金し、その中から手続き料金を差し引
くシステムです。
　送金金額はお客様で設定していただけま
す。残高が少なくなれば、追加入金ができ
ます。
　複数申請分をまとめて送金いただくこと
で申請の都度送金する手間が省け、送金手
数料等の費用を減らすことができます。

２．一括送金システムの詳細
　CPDS学習の手続き料金のシステムを下
記のとおり2011年７月１日から変更いたし
ました。
　新規加入以外の手続き料金が発生する申
請には、すべて一括送金システムを利用し
ていただきます。今迄どおり、申請の都度
手数料を送金することも可能ですが、その
場合もすべて一旦一括送金に入金され、そ
こから手数料が引き落とされます。
　一括送金システムを利用するための料金
はかかりませんが、残金が発生した場合で
も返金はいたしませんので、残高を０円に
したい場合には、申請時に申請手続き料金
と残高との差額を入金して残高を０円にし
てください。
　事務簡素化のため、請求書・領収書は原
則発行いたしません。電子申請の後、手続
き料金が記載された受付メールをお送りい
たしますので内容をご確認ください。

　手続き料金は、ログインした申請者の一
括送金システムより引き落とされます。
学習履歴申請などは残高のある加入者がロ
グインし、他の加入者の申請を行うことが
できます。

３．一括送金システムの申請
　申請は、個人IDのログイン後のトップ
ページ（図１）、特定機能IDの場合はログ
イン後のCPDS講習会実施機関・会社メ
ニュー［Ａ１−４］から「一括送金申請

［Ｖ２］」をクリックし、手順に従って申請
します。
　申請が承認される前でしたら「一括送金
申請履歴［Ｖ１−２］」から申請を取り消
すことができます。
　「一括送金残高照会［Ｖ３］」からは残高
と手続き料金の履歴が確認できます。一括
送金システムの申請は１日１回のみの申請
となり、残高が10万円までの申請が可能で
す。
　申請後下記に送金手数料をご負担のうえ
ご送金ください。
①郵便振替口座
　番号：00150−3−6577
　名称：JCM
②りそな銀行
　市ヶ谷支店、普通口座　番号：1668975
　名称：JCM
　一括送金システム利用の具体的な申請例
を表１に示します。

㈳全国土木施工管理技士会連合会
事業部長兼CPDS企画運営室長　鈴木菜穂子
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図１　CPDSご利用の方トップページ［Ａ１－２］の画面（個人ID）

※ 詳細は当会ホームページの継続学習のその他「４．一括送金システムについて」をご覧
ください。

表１　一括送金システムの申請例（個人ID）

申請内容 一括送金システムの適用者 備考

個人ID新規加入 一括送金システム利用不可 送金

学習プログラム・学習
履歴

申請者の個人ID
＊注

承認作業時に、一括送金システムの「ご
利用可能金額」が不足していると「保留

（料金不足）」となり承認が停止します。
その後一括送金システムの残高が確認さ
れると承認されます。

学習履歴証明書
CPDS技術者証再発行
Web-CPDS新規加入

申請者の個人ID

申請時に一括送金システムの「ご利用可
能金額」が不足していると申請ができま
せん。
CPDS技術者証再発行、Web-CPDS新規
加入はログインした本人の申請のみに適
用されます。

登録内容変更
技術者証更新

一括送金システム利用不可 手続き料金不要

＊注
１ ．申請者が本人以外の学習履歴を申請している場合は、全員が申請者の個人IDの一括送金システムから引き

落とされます。
２ ．学習履歴の申請を主催者が代行して行う講習の場合は、履歴登録する個人IDの一括送金システムから引き

落とされます。
３．社員データIDで申請をしている場合は、社員データIDの一括送金システムから引き落とされます。
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スライド装置を採用した鋼桁の
旋回横取りについて

日本橋梁建設土木施工管理技士会
株式会社横河ブリッジ
　　工事主任　　福持　陽光
　　監理技術者　宗宮　直人
　　計画主任　　森　　邦彦

第15回土木施工管理技術論文紹介

１．はじめに
　本工事は、広島高速道路整備計画路線　
広島高速２号線（府中仁保道路）「温品
JCT−仁保JCT」（全線31.1km平成22年春
開通予定）の事業における一部の工事のう
ち、鋼３径間連続鋼床版箱桁橋（支間326ｍ）

（図－１）において様々な諸条件を考慮す
るために架設方法（旋回芯とスライド装置
を併用した旋回横取り）を採用した。
　本報告は都市部の主要幹線上を横断する
橋梁工事に関し、その特徴や工夫した点に
ついて記述する。

図－１　P88-P91鋼３径間連続床版箱桁橋　一般図

工事概要
⑴　工 事 名：高速２号線鋼上下部工事
　　　　　　　（仁保IC工区その１）
⑵　発 注 者：広島高速道路公社
⑶　工事場所： 広島県広島市南区仁保４丁

目外
⑷　工　　期：平成18年12月14日～
　　　　　　　平成21年12月22日
　工事施工範囲（図－２）内容のうち、鋼
３径間連続鋼床版箱桁橋は、200t吊油圧ク
レーンを使用して、終点側（P91）から
J17まで「１径間＋１ブロック」をトラッ
ククレーンベント架設し、その後この範囲
の桁の旋回横取りを行った。同時に、起点
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側（P88）からJ9まで「１径間＋１ブロッ
ク」を200t吊油圧クレーンを使用し、ト
ラッククレーンベント横取り併用架設を
行った。
　中央径間については、「J9からJ12まで」
をトラッククレーンベント架設。「J13から
J17まで」は地組立し、道路上まで多軸式
運搬台車（ドーリー）にて正規荷取り位置
まで移動後、550t吊油圧クレーンにて一括
架設。「J12からJ13まで」の最終ブロック
は落込み架設を行い、架設完了となった。

２．現場における課題
　以下に示す制約条件があったため、架設
工法を検討した。
条件
⑴ 　本線P89 ～ P91は、大半が現道（県道

翠町仁保線）上に架橋されるので、交通
の確保と安全対策が必要であった。

⑵ 　現道への交通確保と安全上の配慮から
最小（日数・占用範囲）の交通規制で対
応する必要があり、所定の位置ではない
場所で組立てる方法を考える必要があっ
た。

　 　検討の結果、本工事ではP90（J17）
からP91をインター土工工事区域内で組
立てる方法（図－３）を採用することと
した。この計画を実施することで、大半
の作業をヤード内で行い、第三者への影
響も最小限に留めることが可能となり、

また規制に縛られることも無く作業効率
も向上すると判断した。

　次にこの架設工法を実施するため、以下
の４点を検討した。
① 旋回横取り＝本体受点位置を、横取りさ

せながら橋軸方向へ移動させる必要があ
る。

② 旋回中心位置を検討し、旋回前状態（桁
組立位置）がP91を境界とする隣接工区

（同時期施工）の桁との干渉を回避させ
る必要がある。

③ 旋回横取りを実施する桁は、ほぼＲ＝
350ｍの曲線桁のため、支点反力のアン
バランスが生じる。

④ 「上記②③をふまえたジャッキ能力の選
定」及び「本体・設備等の耐力照査およ
び補強検討」の実施。

３．対応策と適用結果
　２．①については、旋回横取りの実績が
ある２軸スライドジャッキ（マジックスラ
イド）図－４を採用することで、対応し
た。（これは、スライドジャッキ上に、橋
軸方向への摺動機能としてシンクロさせた
ジャッキによりクローラ機能を取り入れ、
一体型とした２軸スライドに対応した装置
である。また上部「＝クローラ部」の受部
の摩擦力により、上部と下部はある範囲で
回転可能となっている）。ただし、詳細検
討として保有の機材能力で対応可能なの

図－２　工事施工範囲航空写真全景 図－３　作業ヤード内桁組立要領図
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か、また旋回芯とスライド装置を併用させ
た旋回横取りの実績がないことから詳細に
対応を詰める必要があった。
　２．②については、隣接工区の端支点が
横梁箱桁構造で背面に余裕が無いことか
ら、部材を遊間以上突出させることは出来
ない。そこで、Ｇ2桁側のＲ側のジャッキ
アップ補強点を旋回中心にすることで対応
した（図－５参照）。

　そこで機材能力の対応策として、P90G1
桁側の反力結果より、保有機材では対応出
来ないことから、本工事対応型のマジック
スライドジャッキを製作することで対応し
た（図－６参照）。

図－４　マジックスライドジャッキ

図－５　旋回中心部詳細図

　２．③については、解析を行い受点とな
る４支点の反力を算出し、照査・選定を
行った。
その結果、
・Ｐ91横断重心位置がスライド装置配置箇

所とほぼ同一場所となり、反力が大きく
なること。

・旋回中心は中心にも係わらず30ｔ程度の
反力であり、位置拘束の確保が必要にな
ることが懸念された。

図－６　製作250tマジックスライドジャッキ

　また、旋回芯と反力バランスについては
静摩擦力（初動縁切水平力）をいかに分散
させるかを計画し、P90側にはセンター
ホールジャッキを、P91側の反力が大きい
スライド装置には50tジャッキを配置し、
各々の水平力軽減補助とした。

図－７　P91スライド部 300t×２スライド装置

　さらに（図－８）に示す旋回芯関係につ
いては、補強プレートに凹凸式のプレート
を製作固定し、せん断水平力に抵抗させ、
反力増幅の補助として20t程度のカウン
ターウエイトを桁上に載荷、サルカン付
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10tチェーンブロックによりアップリフト
の拘束を補助し対応策とした。

ｂ）詳細反力ステップについて
　特に曲線桁の場合、旋回横取りに伴い支
間長が変化することで荷重バランスがス
テップ毎に変化する。従って、送出し工法
のように詳細なステップ毎の反力を事前に
算出検討しておくことが必要である。
ｃ）緊急盛替対応について
　２軸スライドジャッキは部材とクローラ
接触面の摩擦力確保により、スムーズな旋
回横取り工法となるが、不測の負荷が掛か
る場合は橋軸受点ラインのずれを修正する
必要がある。今回は軌条梁として7mの極
厚Ｈ鋼を転用しながら実施したが、桁下空
間での軌条転用は時間が掛かることから、
まず負荷が掛からない施工に留意すること
はもちろん、緊急時の盛替方法にも具体的
に計画を詰める必要がある。

４．おわりに
　旋回横取りの実績は他の工事にもある
が、本工事P91側のような回転軸側に旋回
芯とスライド装置を併用した旋回横取りは
例が少ないと思われる。今後の検討課題に
留意すれば、２軸スライドジャッキの効果
をいかんなく発揮させ、かつ安全性の高い
施工が実施可能だと今回の施工で経験でき
た。また、旋回横取り工法を行うことによ
り、現道への交通確保と安全上の配慮は達
成できたといえる。
　よって、旋回横取り自体には様々な配
慮・検討が必要だが、本工事での第三者へ
の安全確保については最良の策であったと
確信している。
　今回の工事を通じて、工事の規模にかか
わらず「設計照査→実施計画→実施施工＋
安全対策の一連サイクル」が如何に重要で
あるのかを改めて痛感させられた工事でも
あった。

図－８　91旋回芯250tセンターホールジャッキ

　当初計画していた１夜間での旋回横取り
は、盛替対応に時間が掛かり達成出来な
かったが、図－９・図－10のように無事
故で所定位置まで旋回横取りを施工完了さ
せることができた。

図－９　旋回横取り施工前

図－10　旋回横取り施工完了

今後の検討課題として
ａ）旋回芯配置位置の設定について
　施工管理をシンプルに行い設備を容易に
するためにも、旋回芯の鉛直反力を大きく

（摩擦力を大きく）取れる位置に支点配置
する必要があると思われる。
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平成 23 年度ＪＣＭセミナーのご案内（特別講習会）のご案内 

≪ＣＰＤＳ認定講習≫ 
共催：(社)全国土木施工管理技士会連合会（ＪＣＭ）・各技士会 

■ 講習の内容 

・下記講師による少人数演習タイプの講習です。 

・ 三重・滋賀・兵庫・広島・香川・愛媛・高知・福岡・宮崎・鹿児島は技術提案ワンポイントコース（7 ユニット）以下西地区 

・ 北海道・茨城・神奈川・富山・静岡は総合評価入札方式で差をつける施工計画実践講座（6 ユニット）以下東地区                        

■ 時間割・講師  

時 間 講 習 名 講 師 (予定) 担当講習地 

9：30～17：00 

7 ユニット 
技術提案ワンポイントコース ハタコンサルタント㈱降籏 達生 西地区 

10:00～17:00 

6 ユニット 

総合評価入札方式で差をつける

施工計画実践講座 

㈱日本コンサルタントグループ 建設産

業システム研究所 経営コンサルタント 

 

東地区 

■講習地・講習日 

講習地 講 習 日 講 習 会 場 定 員 

札 幌 未定 
セントラル札幌北ビル 6Ｆ ： 〒001-0011 札幌市北区北１１条

西 2 丁目 TEL：011-709-5711 
30 人 

茨城 平成 23 年 11 月 8 日（火） 
茨城県建設技術研修センター2F 研修室 〒310-0004 茨城県

水戸市青柳町 4193 TEL：029-228-3881 
 30 人 

神奈川 平成 23 年 11 月 9 日（水） 
神奈川県建設会館 〒231-0011 横浜市中区太田町 2-22 

TEL：045-201-8453 
30 人 

富山 平成 23 年 9 月 27 日（火） 
パレブラン高志会館 〒930-0018 富山市千歳町 1-3-1 

TEL：076-441-2255 
30 人 

静岡 平成 23 年 10 月 13 日（木） 
静岡県建設業会館４F 〒420-0857 静岡市葵区御幸町 9 番

地の 9 TEL：054-255-0238 
30 人 

三重 平成 23 年 11 月 25 日（金） 
三重県建設産業会館 4 階 〒514-0003 津市桜橋 2-177-2 

TEL：059-224-4116 
30 人 

滋賀 平成 23 年 11 月 1 日（火） 
滋賀県建設会館 〒520-0801 大津市におの浜 1-1-18 

TEL：077-522-3232 
30 人 

兵庫 平成 23 年 12 月 12 日（月） 
神戸市教育会館 203 号室 〒650-0004 神戸市中央区中山手

通 4 丁目 10-5 TEL078-222-4111 
30 人 

広島 平成 23 年 12 月 9 日（金） 
鯉城会館５F ルビー 〒730-0051 広島市中区大手町 1-5-3 

TEL：082-245-2322 
30 人 

香川 平成 23 年 10 月 3 日（月） 
サン・イレブン高松３F 会議室 〒760-0067 高松市福松町

2-15-24 TEL：087-821-3315 
30 人 

愛媛 平成 23 年 12 月 5 日（月） 
ＪＡ愛媛 7 階シルバーホール：〒790-8555 松山市南堀端町 2-3 

TEL：089-948-5631 
30 人 

高知 平成 23 年 10 月 24 日（月） 
高知県教育会館高知城ホール 〒780-0850 高知市丸ノ内 2 丁

目 1-10 TEL：088-822-2035 
30 人 

福岡 平成 23 年 11 月 7 日（月） 
福岡県土木会館３Ｆ会議室 〒812-0044 福岡市博多区千代

4-29-8 TEL：092-641-0684 
30 人 

宮崎 平成 23 年 11 月 14 日（月） 
宮崎県建設会館  〒880-0805 宮崎市橘通東 2 丁目 9-19 

TEL：0985-31-4696 
30 人 

鹿児島 平成 23 年 11 月 28 日（月） 
鹿児島県建設センター 〒890-0064 鹿児島市鴨池新地 6 番

10 号 TEL：099-257-9211 
30 人 

■お申し込み・受講料他 (振込手数料は、申込者負担 となります。) 

申込み方法 

受 講 料 

備 考 
会 員 

（各県等土木施工 

管理技士会会員） 

一般（非技士会員） 

インターネット申込 3,000 円 20,000 円 
http://www.ejcm.or.jp/ 

メニュ－欄のＪＣＭセミナー 

■学習履歴（ユニット）について 

・形態コード 101 に該当 

・継続学習制度（ＣＰＤＳ）について 

インターネット申込では講習会の申込みと同時に、技士会連合会の継続学習制度に新規加入の申込みができます。（別

途料金が必要）。この機会に継続学習を始めてはいかがでしょう。 

■申込方法等 
申込方法は、インターネット申込とします。 

１．インターネット申込の場合 

ＪＣＭ（連合会）ホームページ(www.ejcm.or.jp)の「ＪＣＭセミナー」 から簡単に申込申請ができます。申請直後に受付メールがＪＣＭより送

信されます。メールに記載された受講料を郵便振込後（詳細下段＊）、送金票コピーと受付メールを印刷して、ＪＣＭにＦＡＸしてください。 

 

２．申込みは会場ごとに定員に達し次第締め切らせて頂きます。定員になるとインターネット申込みができなくなります。 

３．受講申込みのキャンセル・受講者の変更は、開催日７日前の午後１時までとします。受講料納入後キャンセルの場合は、返金手数料が

1,000 円／人 かかります。 

■振込先・ファックス番号、など（＊） 
 振込先 郵便払込口座番号 : 00110－7－352803  口座名称 : ＪＣＭセミナー 

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4－8－30 アルス市ヶ谷 3F  （社）全国土木施工管理技士会連合会 

送信先ＦＡＸ番号：03-3262-7420 電話：03-3262-7421  http://www.ejcm.or.jp/ 
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委　　員 ・ 幹　　事
委員長

委　員

幹　事

勢田　昌功　国土交通省大臣官房建設システム管理企画室長

山口　　勝　埼玉県土木施工管理技士会
〔㈳埼玉県建設業協会　技術部長〕

諏訪　博己　東京土木施工管理技士会
〔前田建設工業㈱　土木事業本部営業部長〕

福井　敏治　㈳日本建設業連合会
〔鹿島建設㈱土木管理本部土木工務部担当部長〕

高橋　宏之　㈳全国建設業協会
〔飛島建設㈱建設事業本部企画統括部土木企画Ｇ企画Ｔ〕

米岡　拓彦　㈳日本道路建設業協会
〔㈱NIPPO舗装事業本部工事部工事課長〕

中村　光昭　神奈川県土木施工管理技士会
〔㈱松尾工務店土木部部長〕

浅古　勝久　国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐
城谷　泰朗　国土交通省土地・建設産業局建設業課課長補佐
宮本　健也　国土交通省水管理・国土保全局治水課企画専門官
田村　　央　国土交通省道路局国道・防災課課長補佐
大原　　泉　国土交通省関東地方整備局企画部技術調整管理官
加藤　利弘　国土交通省港湾局技術企画課課長補佐
前田　和義　農林水産省農村振興局整備部設計課

施工企画調整室課長補佐

釜石　英雄　厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
建設安全対策室主任技術審査官

石坂　弘司　東京都建設局総務部技術管理課長
原　　俊彦　国土交通省関東地方整備局

企画部技術管理課課長

　連合会では、被災地の各県に各技士会を通じ寄付をしていたところ、下記の通り
岩手県知事から感謝の礼状が連合会に送られたことをご報告いたします。
　被災地の方々には一日も早い復興をお祈りいたします。
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定価250円 （税・送料込み）
（会員の購読料は会費の中に含む）

社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
The Japan Federation of Construction Managing Engineers Associations（JCM）

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番30号
アルス市ヶ谷3階

電話03-3262-7421/FAX03-3262-7424
http://www.ejcm.or.jp/ 

技士会の

建設業全28業種の監理技術者が対象です

監理技術者講習監理技術者講習

インターネット申込受講料  9,500円
紙申込の受講料9,800円 （テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

2011

9

昭和53年５月29日第三種郵便認可　通巻第366号

技術者制度検討会とりまとめについて
「あんぜんプロジェクト」を立ち上げました！
情報化施工の普及状況と今後の取り組み
トピックス
　CPDS一括送金について
連合会だより
　第15回土木施工管理技術論文
各種募集
　平成23年度JCMセミナーのご案内

・技士会の継続学習制度
　（CPDS）にお申し込みいただくと自
動的に学習履歴として加点されます。

・インターネット
　（http://www.ejcm.or.jp/）申込な
ら顔写真もオンライン送信できます。

県 講習地 実施日

北
　
海
　
道

札　幌

H23・９月22日㈭
H23・11月11日㈮
H24・１月27日㈮
H24・３月９日㈮

旭　川 H23・10月14日㈮
H24・２月24日㈮

帯　広 H23・10月７日㈮
H24・２月10日㈮

栃
木 宇都宮 H23・11月17日㈭

H24・２月８日㈬

東　京 H23・10月21日㈮
H23・12月９日㈮

県 講習地 実施日
神
奈
川

横浜 H23・９月16日㈮

山
梨 甲　府 H23・10月12日㈬

H24・２月14日㈫
新　潟 H24・３月６日㈫

愛
知 名古屋 H23・11月25日㈮
富
山 富山 H23・10月28日㈮

鳥
取

米　子 H23・10月５日㈬
鳥　取 H24・２月21日㈫

広　島
H23・９月28日㈬
H23・12月１日㈭
H24・２月１日㈬

県 講習地 実施日
徳　島 H23・11月12日㈯

香
　
川

高　松 H23・10月22日㈯
H24・１月21日㈯

愛
　
媛

松　山 H23・11月11日㈮
H24・２月24日㈮

高　知 H23・10月７日㈮
H24・２月１日㈬

福　岡 H23・９月14日㈬
H24・２月15日㈬

宮　崎 H23・11月16日㈬
H24・２月８日㈬
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